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第１回～第４回教員免許制度ＷＧにおいて出された主な意見

（下線部分は、第４回ＷＧにおいて出された意見を踏まえて追加した部分）

１．教員養成・免許制度の改革の基本的な考え方

１．教員を取り巻く社会状況と教員の現状

○ 現代の特色は変化のスピードが速いという点であり、この早い変化に対して、教員

が対応しきれていない。

○ 家庭や地域社会の教育力の低下が、教員に対する過度の期待となっているが、これ

を当然の前提としては、学校教育が成り立たなくなる。家庭や地域社会の教育力をい

かに高めていくかが、現在、地方で行われている教育改革の核心である。

○ 子どもや教育についての研究が進歩しており、学習障害児や注意欠陥／多動性障害

の児童などの新しい知見を学ぶことは、教員として不可欠である。

○ 脳科学と教育の関係などについても入れていく必要がある。

○ 現状の変化のスピードが早すぎ、また、ＬＤやＡＤＨＤ等の 近分かってきたもの

に教員が即座に対応することが難しいという状況がある。全体的に教員が不十分であ

るという論理になっているが、条件整備も必ずしも十分ではなかったということも触

れるべき。

○ 教職のキャリアの中で、学びのスピリットが必要という捉え方は重要。それぞれの

教員が、得意分野を生かして、自己啓発していく姿勢も必要。

○ 教員の専門性や適格性、教員を支える基盤となる知識も、時間の経過や社会の変化

の中で古くなってくるという側面がある。そこをどのように手当てしていくかが、専

門職の立場から常に重要なテーマであり、それが学びの精神につながっていくのでは

ないか。

○ 現在、学校では正規教員の比率が減っており、その分、負担が大きくなっている。

教職のあるべき姿をきちんと整理しなければ、更新制の導入以前に、夢のある職場で

なくなってしまう。

資料５
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○ 新採教員の中には、能力の問題だけでなく、親や子どもへの対応への疲れや、一生

懸命やるが評価されないこと等、自分の夢が崩れ、人間性を否定されてしまうことで

やめる者もいる。教職に夢を持つ教員が育てられるような環境を整備し、保護者や地

域が支えていかなければならない。

○ 教員になったものの、夢破れてやめるという人の中には、忙しすぎて、本来の仕事

ができないという面がある。教員の仕事を整理していかなければ、教員が実力を発揮

できないと考える。

２．教員に求められる資質能力

○ 教職は、父母や一般社会から多大な信頼を寄せられ、尊敬される仕事であるという

、 、 。自覚を持つとともに それに安住せず 常に向上する気持ちを持たなければならない

○ 「教職とは国民あるいは社会の信頼により支えられる職業である」と明記すること

が必要。

○ 教員を大事にするという社会的合意がない限り、学校教育はうまく機能しない。教

育という行為は、教員に対する信頼と尊敬がなければできないし、教員に対する社会

の見えない期待があるからできる。言葉として表現しがたい風土というものを制度設

計の土台にしなければならない。それを踏まえ、処遇を具体的に縛るということでは

なく、信頼と尊敬に値する職としてふさわしい処遇をしなければいけない。

○ 現代社会において、自ら課題を見出し、総合的に探求し、どのように改革するかを

決定・実行することが、あらゆる場面で必要になっている。同時に、それらを解決す

るために、自分の専門分野のみならず他分野の力も統合して事に当たる力が必要にな

っている。課題探求能力は、教育活動を行っていく上で必要不可欠であり、教員には

強く求められるということを明確にする必要があるのではないか。

、 、 、○ 教員は 子どもの中にある資質能力を開くことにより 子どもの素晴らしさを学び

教員としての専門性が高まっていくという面がある。

３．教員養成・免許制度の現状

○ これまでの教養審答申では、大学が養成する教員像を明確に持ち、それを達成する

組織構成とカリキュラム編成をしなければならないとしている。また、 小限必要な

資質能力という仕上がり基準まで示されているが、大学によっては、これらが理解さ

れていないのではないか。
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○ 修士課程の場合、教科専門と教職専門のどちらを履修しても良いため、教職専門を

全く取らずに、教育や子どもについての知見がなくても専修免許状を取得している事

実がある。

○ 教員は現場で育つ、生涯をかけて研修をして、資質を高めていくことは当然だが、

少なくとも教員として学校に送り出していく時には、 小限に必要な資質能力を持っ

た学生を送り出さなければならない。

○ 教員は現場で育つものであり、子どもたちと接し、授業を通して、指導法が成長し

ていくこともあるため、今のカリキュラムで、授業を組み立てていく上で、必要なも

のが不足していないかも視野に入れて議論すべき。

○ これまで、教員養成についても様々な努力・工夫をし、改善もされてきており、そ

のような積極面についても触れるべき。

○ 素晴らしい教員養成を行っている大学がある一方で、変化が激しい現状の中で、変

わっていない大学が相当数ある。中教審等から具体的な取組も提示されているが、こ

れらをどのように担保するのかを徹底しなければならない。優れた取組みを行う大学

の成果を波及させると同時に、問題の多い大学は排除しなければならない。

４．教員養成・免許制度の改革の基本的な視点

○ 排除のための更新制ではなく、研修を受ければ十分力を持って子どもの前に立てる

教員をつくるという更新制を考えたらどうか。実力を付けて、大学の教職課程から送

り出していくシステムをつくらなければならず、また、教員が尊敬され、夢を持って

教員になる人たちが増えるような社会にしなければならない。

○ 大学全入時代になると、きちんとチェックをしなければ実力のない教員が現場に入

り、教職に対する尊敬がなくなり、教員不信が社会を支配することになるのではない

か。

○ 教員養成段階で、 小限必要な資質能力を持った教員として送り出さなければ、現

場は困る。１年間の条件附採用期間できちんとチェックされておらず、このことが不

適格教員や指導力不足教員を生み出しているのではないか。

○ これまで条件附採用期間は形骸化していたが、ここ数年、厳格に扱われるようにな

ってきた。教員は２３歳で教壇に立ち、生徒と相対するという職責を担うこととなる

ため、保護者からすれば、１０年後に検証されても困る。採用段階で、しっかりした
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教員が採用されているという安心感を与える制度はどうあるべきか、また採用段階で

どのくらいの資質能力を備えた教員を確保できる制度とするかが、更新制の在り方を

規定していくのではないか。

○ １４年答申では、免許制度の抜本的検討とあわせて、更新制の検討が必要とされて

いたが、一方で、この秋までに更新制を検討するとされており 「抜本的」の範囲の、

整理が必要ではないか。

○ 更新制に視点を当てつつ、教員免許制度全体との関わりを持ちながら検討していく

のが良いのではないか。

○ 更新制が、直ちに現職教員に適用されるものではないと仮定すると、教員養成、免

許授与の要件を含めて、理想的な教員免許制度の在り方を検討する中で、現行の免許

制度の良し悪しも考える必要がある。

○ 教員を取り巻く現状を考えると、適正な待遇が一定程度確立されることが必要。

○ 処遇を一律に上げていくのか、実績主義にしていくのかは論議があるが、多くの頑

張っている教員の給与・待遇は全体的に向上させていくべきである。

○ 現在、様々な政策について、政策評価等の形で事後チェックがなされているが、教

員養成についても、政策から各大学の努力に至るまで、評価という視点から、課題を

検討する必要があるのではないか。

５．教員免許更新制について

（１）導入の意義及び位置づけ

○ 更新制の導入が、教員の社会的ステータスや、信頼を高めることにつながるという

方向で検討する必要がある。現在は、社会の変化が激しいため、一度取得した免許が

生涯有効で良いのかが、多くの専門職に対する見方なのではないか。このため、一定

、 。の時期に更新することで 専門性や適格性を保証していくことが重要なのではないか

○ 更新制導入の是非について検討する際、教員の社会的信頼が上がるのか下がるのか

が大切な視点である。更新制については、社会の中で教育活動をしていく上で支えと

なるものとして、機能するようにする必要がある。研修等がある中で、更新制がどの

ような位置を占めるのかを議論する必要があるが、基本的には古い知識を常にリニュ

ーアルする、あるいはそのような専門性を持つ者であると制度的に位置づけられれば

良い。
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○ 更新制がプラスに作用していくのであれば、大学と免許状の授与権者、任命権者、

、 、学校の管理運営責任を持つ教育委員会との間で 現職研修を含めた制度設計ができて

教員がモチベーションを高めながら、学び続け、免許が更新されていくものとなる可

能性があるのではないか。

○ 様々な社会の批判がある中で、排除の論理ではなく、これだけの力を持った教員で

あると保証するようなものとして、更新制が考えられないか。

○ 初等中等教育の教員の質の低下は諸外国と同じであり、その中で、優秀な教員や質

の高い教育を維持していかなければならず、ここに更新制の必要があると考える。更

、 、 。新制については 排除するのではなく 処遇をきちんとしていけば優秀な人材は来る

これからは、学校に競争原理を入れていくべきであり、優秀なやる気のある教員を入

れなければならない。

○ 更新制を導入する際には、現場で育つ人をどのようにフォローアップしていく制度

とするのかという点も重要である。

○ 教職に対する信頼の確立に関しては、１４年答申においても、教職、学校、教員の

、 。 、社会的信頼の向上について 一連の体系を提示したのではないかと考える その中で

改めて更新制がどのようなインパクトを持つのか議論する必要がある。また、更新制

を打ち出した場合、どれほどの成果が得られるのかの見通し、吟味が必要である。

○ 更新制の導入がどのような効果をもたらすのかについては、見通しを 大限求めな

がら論議を重ねることが大切である。

○ 新採教員は完成された教員ではないということを前提に組み立てていくと、教職に

就いてから、自己努力により、実践的な授業力が身に付いていく。そのために、更新

制や評価が必要という論理になる。

（２）他の制度（現職研修、公務員法制、他の資格制度等）との関係

○ 更新制については、上進制、初任研、１０年研、処遇等を統一的に考えて導入する

必要がある。ほとんどの教員は更新されると考えるが、その中から優秀な教員を選び

出して、上進や資格認定していくというのが良いのではないか。

○ 適格性を確認した上での免許の授与と、初任者研修との関係は避けて通れないので

はないか。
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○ 非常勤講師等は、正規の教員と異なり、初任者研修を受けていないという実態を踏

まえる必要がある。また、１０年研の実態を押さえておく必要がある。

○ 採用試験を受けて通らなかった人が、臨時に任用され、初任者研修も受けないとい

うことは議論していく必要があるのではないか。

○ 各都道府県では、１０年研の評価を持っており、また、ほとんどの都道府県で人事

評価も行っているが、ねらいは排除でなく、育成評価である。その視点は更新制にも

つながると考える。

○ 今までは、研修を受けさえすれば、どれだけ力がついたかは、ほとんど評価されなかっ

たが、不十分であれば再度研修を受けさせるなど、研修における評価が必要である。

○ 研修について、熱意のある教員がモチベーションを高めて、専門性を高めていくた

めの条件整備がなされていない。また、研修は飽和状態にあり、特化、自由化、組織

化が必要である。特化とは必要な人に必要な研修を行うこと、自由化とは選択させる

こと、組織化とは現場で育てることである。

○ 人事評価や指導力不足教員の問題は、更新制とは直接結びつくものではないと考え

れば良いのではないか。

○ 医師や弁護士は終身免許で更新制はないが、医師や弁護士は、患者や相談者が選ぶ

ことができる。教員の場合は、子どもが選ぶことができず、医師や弁護士と同じに扱

うことはできないのではないか。

、 、 、○ １４年答申では 医師や弁護士等との比較において見送ったが 仮に他は他として

教職は教職として捉えるのであれば、その論理をどのように組み立てるのかは、大き

なテーマになる。

○ 更新制のある他の資格は、教職に比べると少数で、性格がはっきりしている。教職

の場合、職務上の広範な能力が求められ、また人数も多いことをどのように考えるの

か検討しなければならない。

（３）平成１４年中教審答申との関係

○ １４年答申は、教員生活途中における更新の可能性について議論したが、今回は免

許付与段階を重視している。子どもや保護者からすれば、新任であっても免許の公証

性で証を立てている。免許状の授与段階で、教員としての適格性を判断することが可

能であれば、排除の論理が出てくる必要はない。
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○ 問題教員を排除するために更新制を導入するとなると、１４年答申と合わなくなっ

てくる。現在の教員の指導力不足等の問題は、人事考課や業績評価、給与の問題と連

動してクリアできる可能性はあるため、現在の教員の問題は置いた上で、更新制を考

える必要がある。

○ １０年研については、各都道府県でも色々な手法を加えているが、これが更新制の

代替だとは思えない。一番必要な研修は、教員同士の教材研究や、学校を越えた公開

授業やその後の研究であり、これらを服務上の研修とした方が、教員の自主的な向上

が期待できる。

○ １４年答申の時は、問題教員を排除するという論理のもと、更新制の議論を行い、

１０年研により資質能力を高める方向の結論となったが、その後の実態を考えると疑

問がある。条件附採用期間後の不採用者数は、１４年から１５年に激増している。更

新制によって何を得ようとしているのか、意義・目的ははっきりさせなければならな

い。

○ 更新制の代わりに１０年研が導入されたが、実態は１０年研の趣旨や更新制が目指

したところが理解されていないため、更新制の意義、ねらいを再度検討することが必

要ではないか。

○ １４年答申と今回の諮問との間隔が短いため、なぜそうなったのか説明は必要であ

る。

○ １４年答申で、更新制の導入には慎重であるべきとされて２年しかたっておらず、

この２年で何が変わり、なぜ導入するのか、現状についてのデータを基に必然性、妥

当性について検討すべき。

２．改革の具体的方策

１．教員免許状の授与の仕組みの見直し

○ 教職課程では、理論的な内容は教えるが、実践力は身に付いていないため、とりあ

えずの資格（仮免許）を付与し、教職に就いてから、自己努力や研修を通じて実践力

を身に付け、これを評価して、本免許を授与するというのが自然の流れではないか。

○ 教職課程において、例えば、教員としての使命感、子どもに対する愛情や高い倫理

性など、教職に求められる資質や適格性を授業科目として構成し、必修化していくこ
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とが必要。

○ 養成段階で適格性を判定していないという指摘があるが、そうであれば適格性を判

定する仕組みとして、教育実習に加えてキャリア教育としてふさわしいものを用意し

ていく必要がある。

○ 養成段階においては、教科の知識は身に付くが、児童生徒のいないところで、児童

生徒理解や実践的な授業能力、学級経営の力等を身に付けることは難しいのではない

か。

○ 教育実習の受講要件や位置付けをはっきりさせていくことが、免許を授与する段階

での一つの工夫となるのではないか。

○ 適格性を養成段階で認定するのは現実には不可能。勤務実績を条件附採用期間と連

動させるとスムーズに行く。

○ 適格性の判断を実習時に行うという案があるが、外部の評価者によるチェックがで

きれば良いが、内部の者が判断するのであれば難しい。

○ カリキュラムという構造の中で、教育実習にどこまで担わせるのか、学級経営のよ

うなものは、現状では教職についてから学ぶものとなっており、そこに問題があるの

ではないか。教職課程のカリキュラムの構造が問われている。

○ 大学において教員養成を行う以上、教職にふさわしい人材を社会に送り出していく

ことは、必然的に要求されている。専門性を高め、子どもたちにきちんと教えられる

、 、 、 、 、と同時に 子どもに対する愛情 子どもを見る確かな目 使命感 高い倫理性などを

総合的に体現し得るような教育を大学教育の中で行っていくことは当然に要求される

ことである。

○ 一定期間の勤務経験により、適格性を判断し、問題がないとされた場合に正規の免

許状を授与するという仕組みをとる場合、現実にうまく機能するかどうかについては

。 、 、慎重な判断が必要である 制度を運用する場合 当該者の不利益になるような運用は

ほとんどなされていないというのが実態である。

○ 現行では教職課程を経れば免許状が授与されるが、教職課程の履修者を対象に試験

を実施すると、教職課程の位置づけ、性格等が変わってくる可能性がある。教職課程

の出口をどのように制度的に検討するのかを論議すべきではないか。

○ 大学の教職課程の履修者に直ちに免許を与えるのは問題であり、修得認定書だけで

。 。 、良い 採用試験のペーパーテストは国家試験にすべきである 国家試験を課すことで

教員養成大学のシラバスが決まっていく。一方、教育委員会が面接や実技試験を通じ
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て適性を見て、合格者に仮免許状を与える、さらに初任者研修の目標を達した者に正

規の免許状を授与する、更新制は正規の免許状の保有者を対象に行っていく、という

ような抜本的な改革をする必要がある。

○ 教職課程の履修者を対象に試験をするとなると、採用試験との関わりが出てくる。

また、試験の内容がペーパーテスト中心となると、大学の養成内容が試験に受かるた

めのものになる可能性があり、慎重であるべき。

○ 米国では、大学での単位修得に加えて、一般教養、教職教養、専門教養の受験が、

全員に義務づけられており、学区における採用の際の参考になっている。試験は何回

もあり、ペーパー試験だけでなく、模擬授業等もある。米国の場合は、採用試験がな

いが、我が国で国家試験を導入するとなると採用とどうリンクするのか。

○ 現行の免許状は、国家試験がないため、単位履修証明書となっている。

○ 大学が全入時代となり、格差が出てくる中で、単位取得証明書のような免許制度で

は問題ではないか。大学の自主性を尊重し、ダブルスクールで学ぶような仕組みにな

らない制度を担保しつつ、養成段階をどのように改善したら良いか。

○ 授与の段階では、チャンスを与えるということはあっても良く、あまり締め付ける

ことはしない方がよい。むしろ、その後の個々の教員の職能成長プランについて、更

新制との関わりの中で、自己啓発を考えた方が良い。

○ 大量採用となる状況で、排除すべきは排除する必要があるが、あまりがんじがらめ

。 。ではいけない 適格性を何らかの形で担保するセーフティーガードが必要ではないか

○ 大学等の養成機関と学校現場が乖離しており、一つの方策として国家レベルでの試

験の導入は議論の価値がある。一方で、学校現場の困難さが増し、教員の仕事に魅力

がなくなってきているという危機感があり、教員の処遇の改善等も議論しなければな

らないが、あまり過重な負担を求めることは気を付けなければならない。

○ 集中して研修に打ち込んだり、自分を見直したりできない現状があり、ある期間、

徹底的に研修に打ち込めるようにすることが必要。教員は、子どもが好きでないとう

まくいかず、また同僚と一緒に仕事をして学ぶことが大きいことから、免許状の授与

の際に、これらをどのように取り入れるかを考える必要がある。

○ 適格性を見る際には、教科の専門性や指導方法、使命感や教育に対する熱意も見な

ければならない。適格性の内容は多岐に渡っており、それらが互いに関連しながら適

格性が規定される。
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２．教員免許更新制の導入

（１）教員免許更新制についての基本的な考え方

○ 更新制をどのような形で設計するのかにより意義が変わってくる。例えば、一定期

間経過後に、特段の理由がなければ更新を認めるという制度にするのか、何らかの基

準を設けて、それに合致しなければ更新を認めないという制度にするのかにより、違

ってくる。現実的には、前者を採るのが妥当なのではないか。

○ 教員の職責について考えた時、４年間で十分な資質を持った者を送り出すことは難

しく、現在の教員養成において完璧を期すことはできないことを前提とし、かつ教員

は研修で特別な扱いがなされていることを考えた場合、一定期間内に、教員としての

専門性が一定レベルまで達することは当然要求されていると考える。そのようなレベ

ルに全ての教員が達することを期待し、実現し得ない教員は排除するために更新制を

導入することが考えられる。また、教職に対する信頼性が揺らいでいることは事実で

あり、教員や免許状の社会的信頼を適切に確保していく必要がある。現在、免許状の

失効や取上げ等の制度があるが、そこに至らないレベルで教職としての信頼、あるい

は免許状の信頼を失う行為を排除する更新制も考えられるのではないか。

○ 教特法で研修が義務づけられるなど、教職特有の制度として、教職生活を通じて専

。 、 、門性や指導力が随時向上するような仕組みを作っている また 免許制度においては

教職経験を積むことによって、専門性が向上するという上進制度がある。この中に更

新制を導入するとすれば、教員の専門性等が格段に向上するような仕組みとしなけれ

ばならず、またそれにより専門性の向上が担保されると証明することが必要である。

また、適格性については、条件附採用期間や分限制度により見ており、このような仕

組みがある中で、なぜ免許状で適格性を担保するのか、説明が必要である。このよう

、 、な観点から見た時 一定期間毎に専門性を高めるという更新制を考えることについて

もう少し理屈を整理しておかなければならないのではないか。

○ 更新制については、初任者研修や５年次、１０年次等の経験者研修と連動していく

方が良い。それぞれの更新において、研修と関連付け、評価につなげる。資格を認定

したり、処遇に反映しても良い。具体的な目標・基準は教育委員会が作成し、目標・

基準を考える場合、学校や子どものために真剣に努めているという点に力点をおきな

がら、更新の際の明確な狙いを持たせていくべきである。

○ 排除の論理ではなく、教員にとってインセンティヴを与えるような制度の中で、評

価を行い、処遇にも反映していくという形は受け入れやすいのではないか。

、 、 、 。○ 研修 更新制 処遇が独立に動いているが これらを相互に関連づけるべきである



- 11 -

このような形になれば、更新制を、教壇に立っている間、意欲を与え続け、自己研鑽

のきっかけになるというポジティヴな方向で打ち出せるのではないか。

○ 教員が自ら努力をして実力を付けていくことを、どのように評価するのかが問題と

なる。多くの都道府県で人事考課制度は定着してきており、これと連動させない更新

制は考えられない。人事考課制度と関連させるということは、適格性も判断され、研

修受講後の姿勢も考慮されることとなる。更新するからには、処遇にも反映させなけ

ればならず、現在のような教員一本の給与体系では対応できなくなり、自ずから、給

与体系も変わるであろう。インセンティヴをつけるような更新制でなければ、資質能

力が向上する方向で機能しない。

○ 人事考課制度と更新制をリンクさせるのであれば、人事考課制度の妥当性も多角的

に検討しなければならない。

○ 更新制について、任命権者や研修実施者、免許状の授与権者、大学、学校の管理運

営者、学校長、教職員をがんじがらめにする制度にすべきではない。複雑な制度を作

れば、現場との乖離が起こる。

○ 現場での教育実践や現職研修、上進制、待遇の改善と、更新制をどのように関連付

けるかだが、これからの地方分権の時代に、各教育委員会や学校長の主体性を十分尊

重しなければならないにもかかわらず、あまりがんじがらめの制度とするのは良くな

い。

○ 更新ごとに、一定の基準は必要だとしても、教職に就いてから更新までの期間に付

加されたものを更新の基準として認めるということが良いのではないか。

○ 栄養教諭は、基礎資格として栄養士や管理栄養士を要するが、これらには更新はな

いため、更新制が課される場合、どのような整理が必要になるのか。

（２）教員免許更新制の具体的な制度設計

○ 教育委員会が面接や実技試験を通じて適性を見て、合格者に仮免許状を与える、さ

らに初任者研修の目標を達した者に正規の免許状を授与する、更新制は正規の免許状

の保有者を対象に行っていく、というような抜本的な改革をする必要がある。

○ 養成期間４年に採用、初任者研修の後５年、あわせて 初の１０年がポイントにな

る。すなわち、５年目が一つの区切りではないか。ライフステージの組み立て方が見

合っているのかどうかを検討する必要がある。採用されたばかりの教員が厳しい状況

に置かれており、養成段階から５年目くらいまでをどのように機能させていくか、そ
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の先に更新制を位置づけることになるのではないか。

○ 初任者研修を終えて５年目、２回目は１０年経験者研修と同時期、３回目は４０代

になる２０年目、４回目は５０代になる３０年目と、生涯４回の更新が良いのではな

。 、 、 、いか 更新制は 実績や専門性向上等をしっかりやれば 大半の教員は更新されるが

各ステージにおいてどのような教員を生み出していくか、またどのような資格を与え

る研修で更新するのかをきちんとすれば良い。

○ 更新制は研修等とリンクすると考えられるが、ある程度、受講者のニーズに応じて

選択の余地がある内容とする必要がある。

、 、 、○ 更新制については 仮に５年であれば ５年目に一気に単位を取得するのではなく

５年間の期間の中で、単位を取得していくという考え方が良いのではないか。

○ 米国の更新制について、基準は州がつくるが、研修内容は各学区の判断で、自主的

な研修や本人のニーズに合った内容を入れている。各教員のキャリアに応じて、本人

の自主的な意欲を高めるための研修メニューが必要である。国が制度として設けるの

は一定の枠であり、具体的な内容は各教育委員会で検討すべきものである。

○ 研修の提供者については、現在、各県の研修センター等があるが、例えば大学の単

。 、 、 、位も含まれる 民間についても 様々な機会が出てくるため 提供者のプログラムが

適当かどうかのチェックが必要となる。

○ 教員全員がＬＤ／ＡＤＨＤのような新たな教育課題についての指導を学ぶ、あるい

はカウンセリングマインドを持つような研修を行っていくということを、更新制に絡

めてできれば良いと考えている。

○ できるだけ自主研修を入れて、研修を体系化しながら、義務であると同時に、自由

に研修できるようにすることで、生き生きとした教員が育成される。そのような形で

ある程度ポイントが溜まり、年数がきたら更新していくというやり方も考えられるの

ではないか。

○ 現場が求めているのは、毎日インセンティブ高く生徒と対応する教員であり、イン

センティブが高く、勤務実績をあげている教員は、多くのポイントを与える、何年毎

に更新というのではなく、一定のポイントを取ったら上級免許状とするのはどうか。

○ 更新時だけ学ぶのではなく、色々なメニューの中から実力に応じて、日常的に研修

を重ね、それにより更新を受ける資格が与えられ、さらに処遇面でも評価されるよう

な方針が出てくれば良い。
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○ 医師の場合は、内科の専門医、認定医、指導医などがあり、専門医等になるために

は、例えば手術を何回以上、研修を何日以上などの条件が必要である。教員の更新制

も、このようなものではないかと考える。更新によって優秀な教員には認定教諭や専

門教諭、指導教諭などの資格を与え、処遇を改善していくような制度としなければな

らない。

○ 勤務実績の評価において、教員自身がキャリア（勤務実績）を申告できるようなシ

ステムを入れても良い。

○ 入り口段階は、何らかの形で機会を与えて、その際に免許状を終身とするのか、仮

、 。免許状にするのかという問題はあるが ペーパティーチャーの存在を無くすのが良い

○ ペーパーティーチャーについては、免許を持っていることを理由に教員を責めてく

るケースもあるため、しかるべき期限が過ぎたら失効する手だてが必要である。

○ ＰＴＡやボランティア等の中には、教員免許を持っている方がおり、地域の教育力

の向上につながっている。教壇に立っていないことで排除してしまうと、教員採用が

少ない時期には、免許を取らなくなる。ペーパーティーチャについては、例えば、教

育等に関わるボランティア経験や、大学の公開講座の受講等を更新の要件とすれば、

全体としての教育力の向上になるのではないか。

○ １０年～１５年も非常勤講師をした後に正規採用されるケースもあり、これらをど

のように扱うのか。ペーパーティーチャーがいても構わないのではないか。

○ 更新制については、現職教員に適用することを前提とするのか、それとも新たな免

許状授与の段階から更新制を導入することにするのか、整理する必要がある。

○ これから教員になる人に更新制を導入するというのが原則ではないか。その場合、

現職教員については、人事評価を活用することで職能開発ができるのではないか。

○ 大学院に行って専修免許状を取得しても、授業は良くならない。このような現状で

あるので、年数で分けるのは、教員に無用な混乱を持ち込むのではないか。

○ 免許の種類と更新制の連動も必要である。

○ 免許状の上進の要件と、更新の要件とは自ずから違ってくるであろう。当然、上進

の方が要件は高くなるのではないか。
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３．教員免許状の種類の在り方

○ 現実の問題として、短大があり二種免許状しか取得しない学生がいる以上、それを

。 。無視できるのか しばらくは二種免許はあっても良いという前提で検討すべきである

○ 免許状の種類は、採用側からはあまり意味がない。二種免許状であるために何か問

題が起きているわけではないし、専修免許状だからとしって優秀かというとそうでも

ない。免許の種類の議論はあまり意味がなく、更新制の議論にも関係しない。

４．教職課程の改善・充実

○ 近、教育課程の基準が教科中心、学力中心に変わろうとする中で、教員養成につ

いても、教職重視という考えで良いのかどうか。

○ 小学校の教員の中には、頭脳は優秀だが、笑顔がなかったり、子どもとの関係をう

まく築けない、教員の中にうまく溶け込めない者がいる。例えば、人間関係づくりが

できるように、一週間くらいのサバイバル体験を実施するなど、教職課程の中で、体

験活動をしっかりと位置づける必要があるのではないか。

○ 一種免許状は標準的な資質を求めているが、教職課程において、教科又は教職に関

する科目を設けており、標準的に必要な資質として、そのような扱いが妥当なのか論

じる必要がある。

○ 教育実習の指導体制を確立し、大学と実習校で適切な評価を行う。その上で、教員

として確実な者に単位を与えるようにしなければならない。

○ 教育実習の評価には、３段階くらいの総合評価しかない。教員として必要な様々な

要素を見極めようとすると、基準が足りないし曖昧である。大学として、教育実習を

評価できるような具体的基準を示してほしい。

○ 教育実習は負担になっているのも事実であり、人の手当てや、評価を支援すること

が可能であれば、良い成果が上がると思われる。

○ 教育実習については、教員としての資質能力が育成されるという意義もあるが、実

習受入れ校においては、子どもたちへの教育がおろそかになるなどの問題が生じてい

る。

○ 教育実習について、拠点校制度のようなものをつくったり、教育実習カリキュラム

を設けるなど、システムも考えていかなければならない。
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○ 教育実習は、出身校実習でみんな優がつくのが現実。教員養成系大学でも、附属学

校での実習は教員になるための自信を付ける研修にはなるが、様々な環境の学校へ行

った途端自信を失ってやめていく。教育実習とは別にボランティアや、一般校実習を

義務づける必要がある。

○ 教職課程における教育実習のウェイトは大きいが、実態はどうなのか。ほとんどの

学生が優・良で単位を取得できているのかどうか、分析が必要。

○ 課程認定委員会の下に、常勤職員がいるような機関を設け、常時、各大学の教職課

程をチェックし、問題のありそうな大学があれば、問い合わせや資料要求、実地視察

を行うという何段階かの策を講じなければ、教員養成の 低基準をクリアできないの

ではないか。

５．その他

○ 条件附採用期間は２年が良いのではないか。
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